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�愛媛県告示第１３７７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第

１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官

、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士として採

用する航空自衛官の募集期間を次のとおり告示する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

男子（平成１７年度第３次分）

平成１７年８月１日（月）から

８月３１日（水）まで

�������
�愛媛県告示第１３７９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

�愛媛県告示第１３７８号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛

官、２等海士として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名

称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官の募集…………………………………………………………７２３

○ 自衛官の採用試験……………………………………………………７２３

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要………………………………………………………７２３

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等

の変更の許可申請の概要……………………………………………７２６

○ 医師の指定……………………………………………………………７２６

○ 指定医師の所在地の変更……………………………………………７２７

○ 指定医師の辞退の届出………………………………………………７２７

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等……………………………７２７

○ 町営土地改良事業の施行の同意（３件）…………………………７２８

○ 肥料登録有効期間の更新……………………………………………７２８

○ 林業用種苗生産事業者の登録………………………………………７２８

○ 林業用種苗生産事業者の変更登録…………………………………７２８

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………７２９

○ 道路の区域変更（県道壬生川新居浜野田線）……………………７３０

○ 道路の区域変更（県道伊予川内線）………………………………７３１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………７３１

○ 道路の供用開始（県道内子河辺野村線）…………………………７３１

○ 道路の供用開始（県道鳥首五十崎線）……………………………７３１

○ 道路の区域変更（県道立石内子線）………………………………７３２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………７３２

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………７３２

○ 都市計画事業の認可（２件）………………………………………７３２

公 告

○ 職業訓練指導員試験の実施…………………………………………７３３

人事委員会公告

○ 平成１７年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試

験公告…………………………………………………………………７３３

○ 平成１７年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告……………７３７

○ 平成１７年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者

試験公告………………………………………………………………７３９

○ 平成１７年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者

試験公告………………………………………………………………７４１

労働委員会告示

○ 労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲の認定の一部改

正………………………………………………………………………７４３

雑 報

○ 平成１７年度行政書士試験の実施について…………………………７４３

任 免 辞 令

○ 井上 康三郎…………………………………………………………７４４

○ 公営企業任免辞令……………………………………………………７４４

告 示

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成１７年９月４日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第１６７４号 平成１７年７月８日

平成１７年７月８日金曜日 第１６７４号

愛 媛 県 報

７２３



新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設に関する事項

� 銅めっき装置５号

� 銅めっき装置（９号、１０号、１１号、１２号、１３号）

� 銅めっき装置（１４号、１５号）

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～３．０

最大 ２．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．４

最大 ２．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４５

最大 ３６４

備考 発生する汚水は、汚水処理施設�において処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６号 電気めっき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６１キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６６号 電気めっき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３４３キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～３．０

最大 ２．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．８

最大 ７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．７

最大 ４．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４１２

最大 ４６８

備考 発生する汚水は、汚水処理施設�において処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６号 電気めっき施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３４３キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～３．０

最大 ２．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．８

最大 ７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．７

最大 ４．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号

７２４



４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設�

汚水処理施設�

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４１２

最大 ４６８

備考 発生する汚水は、汚水処理施設�において処理する。

設 置 年 月 日 平成１６年５月４日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼材及び塩化ビニール等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
５７メートル×１２．５メートル×１０メート
ル
３０メートル×１０．５メートル×１０メート
ル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，５８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法＋中和法＋イオン交換方式＋活
性炭吸着法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４．０～１２．０

最大 ３．０～１３．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．５

最大 ８．４

通常 ４．９

最大 ７．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

通常 ５未満

最大 ５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．２

最大 ３．９

通常 ７．４

最大 ９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ０．８

通常 ０．５

最大 ０．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，２９３

最大 ２，５０９

通常 ２，２９３

最大 ２，５０９

設 置 年 月 日 平成１７年５月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼材及び塩化ビニール等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 １２２．４メートル×１２メートル×８メー
トル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５，３２８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法＋中和法＋イオン交換方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４．０～１２．０

最大 ３．０～１３．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．２

最大 ９．４

通常 ４．６

最大 ６．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

通常 ５未満

最大 ５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 ３．１

通常 ６．８

最大 ９．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ０．８

通常 ０．５

最大 ０．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，２５１

最大 ４，５６４

通常 ４，２５１

最大 ４，５６４

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．２

最大 ７．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．４

最大 ８．６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４２

最大 ０．７６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，４５４

最大 １，６０２

備考 この他に、雨水排水口が１箇所ある。

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号

７２５
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�愛媛県告示第１３８０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第６５号及び第６６号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法及び排出水の汚染状態及び量の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設�

汚水処理施設�

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排出口

�愛媛県告示第１３８１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，７６０
立法メートル処理

１日当たり２，５８０
立法メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法・中和法・
イオン交換法

還元法・中和法・
イオン交換法・活
性炭吸着法

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７．１
最大
９．９

通常
４．７
最大
７．１

通常
５．５
最大
８．４

通常
４．９
最大
７．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．８
最大
２．６

通常
６．８
最大
９．４

通常
２．２
最大
３．９

通常
７．４
最大
９．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，７５１
最大
１，８９６

通常
１，７５１
最大
１，８９６

通常
２，２９３
最大
２，５０９

通常
２，２９３
最大
２，５０９

変 更 前 変 更 後

処理施設の

構造

中和槽、ｐ
Ｈ調整槽

縦１．８メートル
横１．８メートル
高さ３．６メートル

縦１．８メートル
横１．８メートル
高さ４．５メートル

凝集槽
縦１．８メートル
横１．８メートル
高さ１．５メートル

縦１．８メートル
横１．８メートル
高さ２．４メートル

沈降槽 直径５．９メートル
高さ２．５メートル

直径５．９メートル
高さ３．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，５００
立法メートル処理

１日当たり５，３２８
立法メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８．０
最大
１２．０

通常
４．７
最大
７．１

通常
６．２
最大
９．４

通常
４．６
最大
６．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

通常
５未満
最大
５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．４
最大
２．０

通常
５．１
最大
７．０

通常
１．９
最大
３．１

通常
６．８
最大
９．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，２１９
最大
１，２９２

通常
１，２１９
最大
１，２９２

通常
４，２５１
最大
４，５６４

通常
４，２５１
最大
４，５６４

項 目 変 更 前 変 更 後

汚水等の汚

染状態の値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．７５

最大 ７．０

通常 ４．２

最大 ７．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 １０未満

通常 ５未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．３５

最大 ７．２

通常 ６．４

最大 ８．６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３５

最大 ０．６３

通常 ０．４２

最大 ０．７６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８３４

最大 ９３３

通常 １，４５４

最大 １，６０２

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・聴覚・平衡・音
声、言語又はそしゃく機能障
害

神 経 内 科 独立行政法人国立
病院機構愛媛病院 田 口 敬 子 東温市横河原３６６番地 平成

１７年７月１日

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号

７２６
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�愛媛県告示第１３８２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８３号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

家具のニシオカ谷町店 松山市谷町甲１４８－
１外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の名称

株式会社ニシオカ
、株式会社メディ
コ二十一

ユー・ファクトリ
ー株式会社、株式
会社メディコ二十
一

平成１７年
６月３日

平成１７年
６月２３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

じん臓・呼吸器機能障害 内 科 喜多医師会立内山
病院 平 澤 泰 喜多郡内子町城廻２７５－１ 〃

呼 吸 器 機 能 障 害 〃 宮島小児科医院 宮 島 一 郎 西条市大町字弁財天７１０－２ 〃

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛媛県立新居浜病
院 齊 籐 正 裕 新居浜市本郷三丁目１番１号 〃

〃 内 科
国立大学法人愛媛
大学医学部附属病
院

西 川 典 子 東温市志津川 〃

ぼうこう又は直腸機能障害 泌 尿 器 科
社会福祉法人恩賜
財団済生会今治病
院

尾 木 伸 輔 今治市喜田村七丁目１番６号 〃

〃 〃 〃 西 尾 俊 治 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

内 科 西予市立野村病院 大 塚 伸 之 西予市野村町野村９号５３番地 〃

〃 外 科 〃 越 智 貴 紀 〃 〃

じ ん 臓 機 能 障 害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 松 尾 博 司 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

岡 本 傳 男 町 立 吉 田 総 合 病 院 北宇和郡吉田町大字北小
路甲２１７ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成１６年

１０月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 及 川 秀 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成

１７年６月８日

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号

７２７
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�愛媛県告示第１３８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（農業用用排水施設整備事業・日野浦地区）の施行に平成１７

年６月２３日同意した。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（農業用道路整備事業・日野浦地区）の施行に平成１７年６月

２３日同意した。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（ほ

場整備事業・池の岡地区）の施行に平成１７年６月２３日同意し

た。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３８８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３９０号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１３条第１項の規定に

基づき、次のように生産事業者の登録変更の届出があった。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更に係る事項

生産事業者佐藤昭夫、佐藤理昭、白川建三に係る次の

事項

生産事業者の住所

事務所の所在地

生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

２ 変更の内容

佐藤 昭夫

生産事業者の住所

変更前 上浮穴郡久万町大字東明神甲３２０２

変更後 上浮穴郡久万高原町東明神甲３２０２

事業所の所在地・生産事業に係る種苗の採取又は育

成の場所

変更前 上浮穴郡久万町大字東明神甲３２０２

変更後 上浮穴郡久万高原町東明神甲３２０２

生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

変更前 上浮穴郡久万町大字東明神

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８９号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年７月
２６日

愛媛県
第１２２９
号

副産石
灰肥料

パール
シェル

アルカ
リ分
４８．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県西予市
城川町田穂１４
４６番地２

平成２０
年７月
２６日

愛媛県
第１２３０
号

副産石
灰肥料

粒状パ
ールシ
ェル

アルカ
リ分
４８．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県西予市
城川町田穂１４
４６番地２

登録
番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 者 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３９３
住友林業株式会社
山林部 新居浜山林
事業所

新居浜市磯浦町２番
１号

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木
の育成

住友林業株式会社
山林部 新居浜山林
事業所

新居浜市磯浦町２番
１号

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号

７２８



変更後 上浮穴郡久万高原町東明神

佐藤 理昭

生産事業者の住所

変更前 上浮穴郡久万町大字東明神４５８番地

変更後 上浮穴郡久万高原東明神甲３２１１－７

事業所の所在地・生産事業に係る種苗の採取又は育

成の場所

変更前 上浮穴郡久万町大字東明神４５８番地

変更後 上浮穴郡久万高原町東明神甲３２０２

生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

変更前 上浮穴郡久万町大字東明神

変更後 上浮穴郡久万高原町東明神

白川 建三

生産事業者の住所

変更前 上浮穴郡久万町大字菅生２－３８７

変更後 上浮穴郡久万高原町菅生２－３８７

事業所の所在地・生産事業に係る種苗の採取又は育

成の場所

変更前 上浮穴郡久万町大字菅生２－３８７

変更後 上浮穴郡久万高原町菅生２－３８７

生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

変更前 上浮穴郡久万町

変更後 上浮穴郡久万高原町

�������
�愛媛県告示第１３９１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａ工区

西予市明浜町宮野浦乙４６８番１から同乙４６６番２に

至る間の地先公有水面

イ Ｂ工区

西予市明浜町宮野浦甲１９５５番から同乙４６８番１に至

る間の地先公有水面

ウ Ｃ工区

西予市明浜町宮野浦甲１９５６番２から同甲１９５５番に至

る間の地先公有水面

� 区域

ア Ａ工区

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線並びに

１３点から１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．

＋０．９８メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（西予市明浜町宮野浦乙４６８番４地先に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度１８分１５秒、東径１３２度２５分

２１秒の地点

１点は、基点から真北１６９度３１分３３秒１０．０２メート

ルの地点

２点は、１点から真北２１３度３０分０３秒６．３０メートル

の地点

３点は、２点から真北２１３度２９分４２秒５．４６メートル

の地点

４点は、３点から真北２１８度１３分４３秒５．４６メートル

の地点

５点は、４点から真北２２２度１９分１１秒５．４６メートル

の地点

６点は、５点から真北２２７度０２分０５秒５．４６メートル

の地点

７点は、６点から真北２２９度５２分３８秒５．４６メートル

の地点

８点は、７点から真北２３４度３５分５２秒５．４６メートル

の地点

９点は、８点から真北２３８度４１分００秒５．４６メートル

の地点

１０点は、９点から真北２４３度３３分４６秒６．０１メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２４６度５９分５１秒４．８７メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２５１度０７分３３秒５．３６メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２５４度００分０８秒３．３０メートル

の地点

イ Ｂ工区

次の１４点から１６点までを順次直線で結んだ線並びに

１６点から１４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．

＋０．９８メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（西予市明浜町宮野浦乙４６８番４地先に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度１８分１５秒、東径１３２度２５分

２１秒の地点

１４点は、基点から真北２３１度１０分２９秒８３．２６メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北２６０度０９分１９秒５．６２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２５９度５０分４５秒１．１６メートル

の地点

ウ Ｃ工区

次の１７点から５８点までを順次直線で結んだ線並びに

５８点から１７点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．

＋０．９８メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（西予市明浜町宮野浦乙４６８番４地先に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度１８分１５秒、東径１３２度２５分

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号
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２１秒の地点

１７点は、基点から真北２３９度５２分３７秒１１６．９３メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北２５９度４８分３３秒２．５６メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２５９度４９分１５秒５．０６メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２６０度４２分５９秒５．１０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２６１度４５分４６秒５．１４メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２６３度２５分２３秒５．１９メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２６５度１７分０４秒５．２３メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２６８度０６分１２秒６．７７メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２７１度２９分３６秒４．８８メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２７３度５６分３３秒４．２５メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２７６度３２分００秒５．３１メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２７９度２３分２２秒５．３１メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２８２度１５分２２秒５．３１メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２８５度０７分０９秒５．３１メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２８７度５９分０４秒５．３１メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２９１度２８分４３秒７．６５メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２９５度２９分３８秒６．１２メートル

の地点

３４点は、３３点から真北２９８度１８分００秒６．２８メートル

の地点

３５点は、３４点から真北３００度３７分４８秒６．２１メートル

の地点

３６点は、３５点から真北３０２度２７分４８秒６．１５メートル

の地点

３７点は、３６点から真北３０３度３１分５１秒６．０９メートル

の地点

３８点は、３７点から真北３０４度０７分４２秒６．２４メートル

の地点

３９点は、３８点から真北３０３度５１分２３秒１０．８０メート

ルの地点

４０点は、３９点から真北３０３度５１分４２秒９．６２メートル

の地点

４１点は、４０点から真北３０３度２１分５０秒５．３６メートル

の地点

４２点は、４１点から真北３０３度０４分２３秒４．９５メートル

の地点

４３点は、４２点から真北３０２度０６分２９秒６．８６メートル

の地点

４４点は、４３点から真北３００度３０分０４秒６．３１メートル

の地点

４５点は、４４点から真北２９８度３９分１５秒４．８１メートル

の地点

４６点は、４５点から真北２９６度２９分５０秒６．０３メートル

の地点

４７点は、４６点から真北２９３度５８分４９秒５．８５メートル

の地点

４８点は、４７点から真北２９１度１１分５１秒５．２２メートル

の地点

４９点は、４８点から真北２８８度１９分２４秒６．１７メートル

の地点

５０点は、４９点から真北２８４度５２分１８秒７．５９メートル

の地点

５１点は、５０点から真北２８０度３４分２６秒９．４８メートル

の地点

５２点は、５１点から真北２７６度３１分５１秒６．５７メートル

の地点

５３点は、５２点から真北２７１度４２分５２秒１７．３８メート

ルの地点

５４点は、５３点から真北２６７度３８分３７秒９．８３メートル

の地点

５５点は、５４点から真北２６７度２３分３０秒７．１０メートル

の地点

５６点は、５５点から真北２６５度４５分５９秒７．７２メートル

の地点

５７点は、５６点から真北２６４度０５分００秒９．８８メートル

の地点

５８点は、５７点から真北２６１度１８分０６秒１．８３メートル

の地点

� 面積

Ａ工区 ２０１．３８平方メートル

Ｂ工区 １０．２３平方メートル

Ｃ工区 １，７８７．４４平方メートル

合 計 １，９９９．０５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年１月２１日 愛媛県指令１１港第５３９号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年７月８日

�愛媛県告示第１３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号
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�愛媛県告示第１３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市神拝字出口甲４６１番５地先から

同字甲２５４番６地先まで

旧 ５．６～７．６ ０．０１９

新 ８．３～９．３ ０．０１９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予川内線
伊予市上三谷字四ツ枝甲１１９５番５から

同市上三谷字道中寺甲１１７７番３まで

旧 １５．８～１６．２ ０．２００

新 １５．８～２３．５ ０．２００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予川内線
伊予市上三谷字四ツ枝甲１１９５番５から

同市上三谷字道中寺甲１１７７番３まで
平成１７年７月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町只海乙３８５番２７から

同町只海甲８９８番３地先まで
平成１７年７月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町五十崎甲１２２３番３から

同町五十崎甲１３１４番１まで
平成１７年７月８日

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号
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�愛媛県告示第１４００号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定

による都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・４西町中村線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

新居浜市本郷一丁目地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第１４０１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定

�愛媛県告示第１３９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線
喜多郡内子町知清７９９番２から

同町知清６５９番１まで

旧 １０．８～３１．７ ０．２４３

新 ２．８～５１．１
９．３～３８．４

０．２５４
０．１５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線
喜多郡内子町知清７９９番２から

同町知清６５９番１まで
平成１７年７月８日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第１７号

平成１７年６月２４日
東温市志津川字垣ノ内甲１２４５番２及び甲１２５２番３

松山市枝松四丁目２番３号
末 光 知 城

１７松局建（開）第１８号

平成１７年６月２７日
伊予市上三谷字久保甲１２６２番５

伊予市米湊５２２番地の１
米 澤 尚 志

１７松局建（開）第１９号

平成１７年６月２７日
伊予市上三谷字久保甲１２６２番６

伊予市米湊５２２番地の１
米 澤 尚 志

１７松局建（開）第２０号

平成１７年６月２７日
伊予市上三谷字久保甲１２６２番１

伊予市米湊５２２番地の１
米 澤 貴 美 子

愛 媛 県 報平成１７年７月８日 第１６７４号
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公 告

人事委員会公告

による都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・６駅前郷線

３・４・５船屋阿島線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

新居浜市郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目及び郷四丁目

並びに田の上一丁目地内

� 使用の部分

なし

�公 告

職業訓練指導員試験の実施について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定

に基づき、職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。

平成１７年７月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験を実施する職種

� 学科試験（関連学科及び指導方法）を実施する職種

機械科、洋裁科、和裁科、木工科、冷凍空調機器科、

配管科及び塗装科

� 学科試験（指導方法）を実施する職種

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４

号）別表第１１に掲げる全職種（�に掲げる職種を除く。
）

２ 試験の実施期日

平成１７年９月１１日（日）午前１０時

３ 試験の実施場所

松山市西垣生町２１８４番地

愛媛職業能力開発促進センター

４ 受験申請書の提出期間

平成１７年７月２５日（月）から８月５日（金）までとする

。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるもの

は、受け付ける。

５ 受験申請書の提出先

松山市一番町４丁目４番地２

愛媛県経済労働部管理局労政雇用課

６ 合格発表

平成１７年１０月中旬に愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知する。

７ その他

� 受験手続の詳細を記載した受験案内及び受験申請書は

、労政雇用課において交付する。

なお、郵送を希望する者は、あて先を明記し、１２０円

分の郵便切手をはった返信用封筒を同封の上、労政雇用

課へ申し込むこと。

� この試験についての問い合わせは、労政雇用課技能振

興係（電話（０８９）９１２―２５０４）にすること。

�愛媛県人事委員会公告第４号
平成１７年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告

平成１７年７月８日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ホームページ http : //www.pref.ehime.jp/

平成１７年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１７年８月１６日（火）から９月５日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１７年８月１７日（水）から８月２６日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

� 初級
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試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

行 政 事 務 ２人程度
知事の事務部局、公営企業管理者の事務部局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般

行政事務に従事します。

学 校 事 務 ３人程度 県立学校又は市町立小学校若しくは中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

� 資格免許職

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

程

度

大
学
卒
業

学 校 栄 養 士 ３人程度
県立学校又は市町立小学校若しくは中学校（共同調理場を含む。）に勤務し、

学校給食の栄養管理・指導等の業務に従事します。

卒
業
程
度

短
期
大
学

診療放射線技師 ２人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、

放射線治療、検査等の診療放射線に関する業務に従事します。

３ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することがで

きます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定め

られている特別永住者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

ア 初級

試 験 区 分 生 年 月 日 学 歴 ・ そ の 他

行 政 事 務

昭和５９年４月２日から昭和６３年

４月１日までに生まれた者

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く

。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」とい

う。）を卒業した者及び平成１８年３月末日までに大学等を卒業する見

込みの者は、除く。

学 校 事 務

警 察 事 務

イ 資格免許職

試 験 区 分 生 年 月 日 資 格 ・ 免 許 ・ 学 歴

学 校 栄 養 士
昭和５１年４月２日以降に生まれ

た者

次のいずれかに該当する者
１ 管理栄養士の免許を有する者又は平成１８年５月末日までにこの免
許を取得する見込みの者
２ 栄養士の免許を有する者又は平成１８年３月末日までにこの免許を
取得する見込みの者で、大学を卒業した者又はこれを平成１８年３月
末日までに卒業する見込みの者

診療放射線技師
昭和５３年４月２日から昭和６０年

４月１日までに生まれた者

診療放射線技師の免許を有する者又は平成１８年５月末日までにこの

免許を取得する見込みの者

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。
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区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

初

級

教 養 試 験 ５０点
公務員として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試

験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

適 性 試 験 ２１点

公務員として職務上必要な事務処理能力について、比較的簡単な問題を限られ

た時間内にできるだけ多く解答する筆記試験を行います。（択一式、解答時間１５

分）

資

格

免

許

職

教 養 試 験 ５０点

公務員として必要な一般的知識及び知能について、各試験区分に応じ、大学卒

業程度又は短期大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２

時間３０分）

専 門 試 験 ４０点

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験を行います

。（択一式４０題、解答時間２時間）

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第

２

次

試

験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点
公務員として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。

（課題２題、解答時間１時間３０分）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身 体 検 査 －
職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行い

ます。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、初級

については、第１次試験の合計得点を９０点満点に換算します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。

� 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛

県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 試験の日時、場所及び合格発表

区 分 日 時 場 所 合 格 発 表

第

１

次

試

験

初

級

平成１７年

９月２５日

（日曜日）

午前９時から

午後０時５分まで

� 松山南高等学校
（松山市末広町１１番地１）

� 西条高等学校
（西条市明屋敷２３４番地）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１７年１０月中旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

資
格
免
許
職

午前９時から

午後３時まで

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

第

２

次

試

験

第１次試験に合格した者に通知します。

平成１７年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１８年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等

）がそれぞれ選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません

。

� 資格免許職については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかった場合は、採用されません。
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� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできません。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 初級

行政職給料表１級３号給（現行給料月額１３８，８００円）

� 資格免許職

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

学 校 栄 養 士 医療職給料表（二）２級２号給 １７６，６００円

診 療 放 射 線 技 師 医療職給料表（二）１級６号給 １６５，５００円

８ 受験手続

申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東
京事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪
市西区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「初級請求」又は「資格免許職請求」と朱書し、９０円切手（１部
につき）をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「初級申込み」又は「資格免許職申込み」と朱書し、受験票の表に必

ずあて先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付し
てください。
受験票が９月１６日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子行政サービス（電子申請シス

テム）で確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者
試験種目別得点、合計得点及び
順位

合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、
合計得点及び順位並びに第２次
試験の試験種目別得点、総合得
点及び総合順位

合格発表の日から１月間

別表（４関係）

専門試験（資格免許職）の出題分野

試 験 区 分 出 題 分 野

学 校 栄 養 士
社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄
養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論
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診 療 放 射 線 技 師

放射線物理学、放射線計測学、基礎医学、放射線生物学（放射線衛生学を含む。）、診療画像機器学（医
用工学を含む。）、診療画像検査学・エックス線撮影技術学、医用画像情報学（画像工学を含む。）、核
医学検査技術学（放射化学を含む。）、放射線治療技術学、放射線安全管理学

�愛媛県人事委員会公告第５号
平成１７年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告

平成１７年７月８日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ホームページ http : //www.pref.ehime.jp/

平成１７年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１７年８月１６日（火）から９月５日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１７年８月１７日（水）から８月２６日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

少 年 補 導 職 員 ２人程度
警察本部又は警察署に勤務し、少年補導、保護活動、交通指導、広報活動等の業務

に従事します。

３ 受験資格

� 昭和４５年４月２日から昭和５９年４月１日までに生まれた者（昭和５９年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という

。）を卒業した者及び平成１８年３月末日までに大学等を卒業する見込みの者を含む。）

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 次のいずれかに該当する者

ア 教員免許を有する者又は平成１８年３月末日までにこの免許を取得する見込みの者

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を含む。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものにお

いて、児童心理学、発達心理学、教育心理学、青年心理学その他の心理学を修学した者又はこれらを平成１８年３月末日

までに修学する見込みの者

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区 分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

教 養 試 験 ５０点 公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択
一式５０題、解答時間２時間３０分）

身 体 検 査 －

少年補導職員として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査
します。
○身 長 男子は、１６０センチメートル以上であること。

女子は、１５５センチメートル以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

第

２

次

試

験

口 述 試 験 １６８点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３２点 公務員として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題２題、解
答時間１時間３０分）

適 性 検 査 － 公務員として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 少年補導職員として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を
行います。
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� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。

� 教養試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事委

員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 試験の日時、場所及び合格発表

区 分 日 時 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１７年９月２５日（日曜日）
教養試験
�
�
��

午前９時から �
�
�	午前１１時４５分まで

身体検査
（教養試験終了後）

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１７年１０月中旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１７年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

６ 合格から採用まで


 この試験の最終合格者は、愛媛県少年補導職員採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１８年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考（面接等）を行い、決定します

。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県警察本部において約５０日間、少年補導職員として必要な教養を受け、警察本部又は警察署に配置され

ます。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、行政職給料表２級２号

給（現行給料月額１７０，７００円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、

期末手当、勤勉手当等が支給されます。

８ 受験手続

申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東
京事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪
市西区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「少年補導職員請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）をはっ

た、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「少年補導職員申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記し

て５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が９月１６日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子行政サービス（電子申請シス

テム）で確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。
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なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者
第１次試験の得点及び順位並び
に第２次試験の試験種目別得点
、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

�愛媛県人事委員会公告第６号
平成１７年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成１７年７月８日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ＨＰ http : //www.pref.ehime.jp/

愛媛県警察本部

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�
��

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

�
�
�
�
��愛媛県警察本部ＨＰ http : //www.police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験を受けることにより、警視庁、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがあります。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１７年８月２３日（火）から９月１２日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１７年８月２４日（水）から９月２日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 採用予定人員

愛 媛 県 警 視 庁 大 阪 府 兵 庫 県

１７ 人 程 度 ２ 人 程 度 ２ 人 程 度 ２ 人 程 度

なお、申込時には、次のことに注意してください。

� 警視庁、大阪府及び兵庫県の中から第２志望を選択することができます。なお、愛媛県以外の都府県を第１志望とする

ことはできません。

� 申込み後の志望都府県の変更はできません。

� 愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

３ 職務の内容

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５０年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた男子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大

学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものを卒業した者及びこれらを平成１８年３月末日までに卒業する見込

みの者を除く。）

５ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区 分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
教 養 試 験 ５０点

警察官として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験を行います。

（択一式５０題、解答時間２時間）
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１

次

試

験

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します
。
○身 長 １６０センチメートル以上であること。
○体 重 ４７キログラム以上であること。
○胸 囲 ７８センチメートル以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○聴 力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

第

２

次

試

験

口 述 試 験 ６０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ４０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解
答時間１時間）

体 力 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行いま
す。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事

委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

６ 試験日、場所及び合格発表

区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１７年１０月１６日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験
�
�
�
	午後 身体検査


 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番）

� 新居浜商業高等学校
（新居浜市瀬戸町２番１６号）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１７年１０月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１７年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

※ 愛媛県以外の都府県の合格発表については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

７ 合格から採用まで


 この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１８年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（

合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等


 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職

給料表１級４号給（現行給料月額１７０，４００円）、高校卒程度で公安職給料表１級２号給（現行給料月額１５６，７００円）が支

給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手

当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、志望する都府県に直接問い合わせてください。

９ 受験手続
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申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（男性）（高卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）

をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（男性）（高卒）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて

先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してくだ
さい。
受験票が１０月７日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子行政サービス（電子申請シス

テム）で確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。ただし、愛媛県を志望した受験者に限ります。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者
第１次試験の得点及び順位並び
に第２次試験の試験種目別得点
、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

（注）第２志望の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

�愛媛県人事委員会公告第７号
平成１７年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成１７年７月８日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ＨＰ http : //www.pref.ehime.jp/

愛媛県警察本部

松山市南堀端町２番地２ 〒７９０－８５７３
�
�
�
�
��

電話（０８９）９３４－０１１０ 内線２６２３・２６２４

�
�
�
�
��愛媛県警察本部ＨＰ http : //www.police.pref.ehime.jp/

愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１７年８月２３日（火）から９月１２日（月）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１７年８月２４日（水）から９月２日（金）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 採用予定人員

８人程度

３ 職務の内容
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個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公安の維持に従事します。

４ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５０年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた女子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大

学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものを卒業した者及びこれらを平成１８年３月末日までに卒業する見込

みの者を除く。）

５ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区 分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

教 養 試 験 ５０点 警察官として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度の筆記試験を行います。
（択一式５０題、解答時間２時間）

身 体 検 査 －

警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかについて、次のような基準で検査します
。
○身 長 １５５センチメートル以上であること。
○体 重 ４５キログラム以上であること。
○視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。
○弁色力 完全であること。
○聴 力 完全であること。
○その他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

第

２

次

試

験

口 述 試 験 ６０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ４０点 警察官として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解
答時間１時間）

体 力 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

適 性 検 査 － 警察官として職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 － 警察官として職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行いま
す。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。また、愛媛県人事

委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装を準備してください。

６ 試験日、場所及び合格発表

区 分 試 験 日 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１７年１０月１６日

（日曜日）
�
�
�
�

午前 教養試験
	
�
�

午後 身体検査

� 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番）

� 新居浜商業高等学校
（新居浜市瀬戸町２番１６号）

� 宇和島東高等学校
（宇和島市文京町１番１号）

平成１７年１０月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１７年１１月下旬に愛媛県庁前掲

示板に掲示するほか、合格した者に

通知します。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１８年４月以降の採用に対するものであり、その有効期間は、この名簿に記載された日（

合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがっ

て、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０箇月間初任教養を受けた後、県下各警

察署に配置されます。
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労働委員会告示

雑 報

�愛媛県労働委員会告示第２号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和２７年法律第２８９号）第５条第２項の規定に基づき、愛媛県

公営企業の職員が結成し、又は加入する労働組合について、

職員のうち労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第１

号に規定する者の範囲を平成１７年６月２４日認定したので、企

業職員に係る労働組合法第２条第１項に規定する者の範囲の

認定（昭和５３年５月愛媛県地方労働委員会告示第１号）の一

部を次のように改正する。

平成１７年７月８日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �

表本局の項労働組合法第２条第１号に規定する者の欄中「

、次長」を削り、表県立病院の項労働組合法第２条第１号に

規定する者の欄中「事務局次長」の下に「（県立中央病院、

県立三島病院及び県立南宇和病院に限る。）」を加える。

�公 告

平成１７年度行政書士試験の実施について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定に

より愛媛県知事から財団法人行政書士試験研究センターに委

任された行政書士試験について、行政書士試験の施行に関す

る定め（平成１１年自治省告示第２５０号）第８に基づき、次の

とおり公示します。

� 現行の警察制度では、だれでも成績次第で、管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教養を受ける機会が

与えられ、上級の警察官への昇進のみちが開けています。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職

給料表１級４号給（現行給料月額１７０，４００円）、高校卒程度で公安職給料表１級２号給（現行給料月額１５６，７００円）が支

給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手

当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

９ 受験手続

申 込 用 紙 の
入 手 方 法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、封筒の表に「警察官（女性）（高卒）請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）

をはった、あて先明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこ

ともできます。

申込方法及び
受験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務
局へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮
影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメ－トル、横４．５センチメ－トル）をはって試験当日持参してくだ
さい。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「警察官（女性）（高卒）申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて

先を明記して５０円切手をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してくだ
さい。
受験票が１０月７日（金）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子行政サービス（電子申請シス

テム）で確認してください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署へ問い合わせてください。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 得点及び順位 合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者
第１次試験の得点及び順位並び
に第２次試験の試験種目別得点
、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間
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任 免 辞 令

平成１７年７月８日

財団法人行政書士試験研究センター

理事長 池ノ内 祐 司

１ 試験期日

平成１７年１０月２３日（日）午後１時から午後３時３０分まで

２ 愛媛県における試験場所

松山市文京町３番 愛媛大学 城北キャンパス

３ 試験の科目及び方法

� 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数 ４０題）

行政書士法（行政書士法施行規則

を含む。）、憲法、民法、行政法

、地方自治法、行政手続法、行政

不服審査法、戸籍法、住民基本台

帳法、労働法、商法、税法及び基

礎法学の中からそれぞれ出題し、

法令については、平成１７年４月１

日現在施行されている法令に関し

出題します。

一般教養

（出題数 ２０題）

� 試験の方法

ア 試験は、筆記試験によって行います。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令

等」は択一式及び記述式、「一般教養」は択一式とし

ます。

４ 受験手続

� 受付期間

平成１７年８月１日（月）から８月３１日（水）まで

� 受付場所

（財）行政書士試験研究センター

受験願書と一緒に配布する封筒により配達記録郵便で

郵送してください（あて先は印刷されています。）。８

月３１日の消印があるものまで受け付けます。

� 提出書類

受験願書一式（配布場所については�を御覧ください
。）

� 受験手数料

７，０００円

受験手数料の納付方法については、試験案内を御覧く

ださい。

� 試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布

場所

ア 郵送配布

配布期間 平成１７年８月１日（月）から８月２３日（

火）まで

郵送を希望する方は、１４０円分の切手をはった、あ

て先明記の返信用封筒（角２号：Ａ４サイズの用紙が

折らずに入る大きさ）を同封した上、封筒の表に「行

政書士試験願書請求」と朱書きして、下記あて先まで

郵便で請求してください（８月２３日必着のこと。）。

名称 （財）行政書士試験研究センター

住所 〒１００―８７７９ 東京中央郵便局留

イ 窓口配布

� 配布期間

平成１７年８月１日（月）から８月３１日（水）まで

� 配布場所

別表に掲げる場所

� 連絡先（問い合わせ先）

（財）行政書士試験研究センター

電話番号 ０３―５２５１―５６００

５ 特例措置の実施

身体の機能に著しい障害のある方は、障害の状態により

必要な措置を講ずることがありますので、受験申込みに先

立って連絡先へ早目に御相談ください。

６ 合格発表の日時及び方法

� 日時

平成１８年１月１９日（木）午前９時

� 方法

（財）行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の

受験番号を公示（掲示）します。また、公示後、受験者

全員に合否通知書を郵送します。

別表（４関係） 愛媛県における試験案内及び受験願書の配

布場所

配布場所 所 在 地 配布時間

愛媛県総務部管理局私

学文書課

松山市一番町４－

４－２

午前８時

３０分から

午後５時

１５分まで

愛媛県西条地方局総務

県民部総務調整課

西条市喜多川７９６

－１

愛媛県今治地方局総務

県民部総務調整課

今治市旭町１－４

－９

愛媛県松山地方局総務

県民部総務調整課

松山市北持田町１３

２

愛媛県八幡浜地方局総

務県民部総務調整課

八幡浜市北浜１－

３－３７

愛媛県宇和島地方局総

務県民部総務調整課

宇和島市天神町７

－１

愛媛県行政書士会 松山市三番町４－

１０－１

愛媛県三番町ビル

１階

午前９時

から午後

５時まで

注 土曜日及び日曜日は、配布しません。

�任免辞令
６月３０日

愛媛県事務吏員 井 上 康三郎

願により本職を免ずる

�������
�公営企業任免辞令

６月３０日

愛媛県技術吏員 難 波 力

同 奥 山 春 子
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同 亀 田 ち さ

同 黒 岩 美 保

同 藤 田 里 香

願により本職を免ずる（各通）
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